
総合計画および
施策評価について

芽室町役場政策推進課

芽室町総合計画審議会・専門部会
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１．はじめに
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①総合計画について

②総合計画審議会・専門部会の役割

③施策評価について

上記３点についてご理解いただき、

次回（第２回以降）の審議会・専門部会に

安心して参加していただけるようになること。



２．総合計画とは

総合的・計画的な

まちづくりのための基本的指針

まちづくりの計画として

最も上位に位置付けられるもの
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３．総合計画の構成と期間
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基本構想

実施計画

実行計画

年度 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

基本構想 ８年間

前期実施計画 ４年間 後期実施計画 ４年間

総合計画は
3層構造

ＨＰにも掲載
しています



将来像

み
ん
な
で
創
り

み
ん
な
で
つ
な
ぐ

ず
っ
と
輝
く
ま
ち

め
む
ろ

まちづくりの基本目標(5) 政策(13) 施策(34) 事務事業(約550)

農業を軸とした活力とに
ぎわいのあるまちづくり

心豊かで輝く人と文化を
育むまちづくり

誰もが健康で自分らしく笑
顔で暮らせるまちづくり

自然と共生する災害に強い
安全・安心のまちづくり

住民と行政がともに考え未来
へつなぐ自治のまちづくり

快適な都市環境づ
くりの推進

安全・安心に暮ら
せる生活環境づく
り

有効な土地利用の推進

快適な住環境の整備

道路交通環境の整備
地域公共交通確保対策
事業（コミュニティバ
スの運行等）

街灯維持管理事業

道路・河川パトロール事務

土木車両維持管理事業

町道・歩道・駐車場等
除排雪事業

横断歩道橋維持管理・
除排雪事業

道路橋りょう事務

・
・
・

・
・
・

基本構想 実施計画

それぞれが「目的と手段」の関係
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実行計画



４．総合計画審議会とは
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「芽室町総合計画審議会条例」より

第1条 芽室町の総合計画を推進し、その円滑なる遂
行を期するため、町長の附属機関として、芽室町総
合計画審議会を置く。



５．総合計画推進のために
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①施策評価の審議（８～１１月）

②第6期総合計画の審議

（１１月予定）



６．総合計画審議会・専門部会
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専門部会へ、総合計画の
推進に必要な事項の審議
を依頼し、結果の報告を
受けて最終的な決定をす
る。

審議会の依頼を受けて、
必要事項の審議を行い、
その結果を審議会へ報告
する。

総合計画審議会 専門部会

依頼

報告

１５名 ２１名



７．施策評価について

毎年確認
毎年管理

Ｐｌａｎ Ｄｏ

Ａｃｔ Ｃｈｅｃｋ

実施計画 事業を実行

施策や事業を点検・評価評価に基づき改善・改革
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８．何を評価するのか
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年度 2 3 4 ５ ６ ７

実施 R2事業 R3事業 R4事業 R５事業 R６事業 R７事業

評価 R1事業 R2事業 R3事業 R4事業 R５事業 R６事業

基本構想

実施計画

実行計画実行計画

令和６年度の施策（全３４施策）



９.施策評価の年間スケジュール
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７月 庁内二次評価（経営戦略会議）

６月 施策マネジメントシート作成（各課長）

８～９月 外部評価（総合計画審議会）

11月以降 公表（町ホームページ）



1０.施策評価って何をするの？
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計画策定時と比較して

A…実現した

B…大きく前進した

C…前進した

D…変わらない又は維持した

E…後退した

・各施策の進ちょく状況を5段階で評価

・各施策に対する意見、提案

＜評価のポイント＞

施策が目指す「結果」に対する進ちょく

①成果指標から評価

②取組内容から評価

※山崎教授の特別講演



実施計画冊子（114～115ページ）

施策５－１－１ 徹底した情報共有と町民参加の促進

町民が主役となったまちづくりを進めるた
めには、町民と行政が情報を共有し、町政に
対する理解と信頼を深めることが必要…

２ 施策の方針

対象 町民

意図
町民と行政との情報共有を行い、まちづく
りに自発的に参加してもらう・・

結果
町民のまちづくりへの参加意識を高め、
町民が主役となったまちづくりを進める

１ 現状と課題 ３ 施策の主な内容
（３）セキュリティ対策
・個人情報の漏えいなどを防止するため、ハード・ソフト両面か
ら情報セキュリティ対策のさらなる強化に努めます。

４ 施策の成果指標

成果指標 説明
基準値
(R3)

目標値
（R8）

①行政情報の公開や説明
責任が果たされていると
思う割合

住民意識調査 76.1％ 85.0％

②行政からの情報発信方
法が充実していると思う
町民の割合

住民意識調査 88.6％ 85.0％以上

１１.成果指標では測れない取組（例）
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成果指標で
は測れない
取組



1２.施策マネジメントシート（１枚目）

成果指標

評価対象年度
の実績値
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施策が目指す
「結果」

取組内容

（事務事業）
に関する記載

主管課長
による
評価結果



1２.施策マネジメントシート（２枚目）

評価を踏まえ、
今後どのような
取組を行うか
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審議会・
専門部会
委員評価

役場内部による
二次評価結果



1３.どうやって評価するの ？
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・施策主管課と委員個人が質疑を行い、審議会またはグループとし
ての評価を決定する

（2）グループワーク（専門部会のみ）

・５～６人のグループで協議のうえ、評価を決定する

・進行役は※「市民ファシリテーター」
※市民ファシリテーターとは、プロや専門家ではなく、地域に住み続ける人が、

まちの話し合いの場にファシリテーションの視点を持って参加したり、話し合いの場をつくる人。

（１）通常方式



1４.施策評価・意見の反映
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審議会

９月

専門部会
評価

審議会
評価

各課で
対応検討

R8
実行計画

ヒアリング
R8予算
計上

検討結果
報告

10月 11月

公
表

８月

役場


